
消防設備士試験案内
令和６年度

　消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 17 条の９第１項の規定により埼玉県知事から

委任された消防設備士試験を次のとおり実施します。

【受験する上での重要事項】

２. 試験当日に、写真を貼った受験票を必ず持参してください。受験票を
　 お持ちでない状態や適正な写真（本人確認が可能な鮮明なもの）が受
　 験票に貼られていない状態では受験することができませんので、特に
　 注意してください。（７ページ参照）

３. 複数種類の実施について
　　  「電気工事士」の免状を有し、試験の一部免除を受ける方は、「甲種
　 第４類及び乙種第７類」又は「乙種第４類及び乙種第７類」の組み合
    わせに限り２種類の試験を同時に受験できます。この場合、受験願書
    は試験の種類ごとに作成し、２枚一緒に同一封筒で申請してください。
     （２ページ参照）

試験案内は最後までよく読んで、記載されている内容に同意した上

でお申し込みください。申し込まれた方は、試験案内に記載された

すべての事項に同意されたものとみなさせていただきます。

一般財団法人  消防試験研究センター埼玉県支部

１. 試験日程や会場が変更になる場合があります。
　 当支部のホームページ等を御確認ください。

《新試験手数料》　令和６年５月１日以降の申請分から
甲種6,600円　　　　乙種4,400円

8月18日さいたま市（埼玉大学）の試験から、新手数料を納付していただくこととなります。
旧手数料で受験申請をされた場合は、差額の払込が必要になります。ご注意ください。⇒詳細はP3へ

https://www.shoubo-shiken.or.jp/branch/11saitama/
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受験 は 申請 間 に申請先に してく い。

申請 間 日の消 まで受付 ます。 物 事 を るため、 は
　で ることをお めします。

他の 県で受験する は受付 ま 。

4

　　受験 は、試験日のおお 一 間 までに受験者 に します。受験 の 内容に

　 りのある場合は事 に 連絡く い。また、試験直前の金曜日（当日が祝日の場合は、
　その前日）までに届かない場合や、紛失した場合は、必ず同日の午前８時 30 分～午後５時
　までに当支部にお問合せください。
　　受験 に してある、 を受験 で 確

認してく い。

表日には埼玉県 本 関 及び（一財）消防試験研究センター埼玉県支部 関

に合 者受験番号を するとともに、受験者全 に はが で合 の をお知

します。

　また当センター ー ー にも合 表日の正 か 、合 者の受験番号を します。

　電話等に る合 ・ 等の い合 には一切 ま 。

ン



（１） 消防設備士試験

　　　 設備士試験を受験する者は、一定の受験 が 要です。

　　　 ー 以 の「 消防設備士試験の受験 」を してく い。

（２） 消防設備士試験

　　　受験 は 要ありま 。

　　受験申請 法は 申請と（ に る受験申請）電子申請（ ンター に る受

　験申請）の２通りがあります。

（１）

　　受験する とに、次の が 要です。

　ア　受験 （ 写 ）

　 　試験 の

　 　 に他の の「消防設備士免状」を所 している は、 コ

　　　

　 　試験の一部免 を受 る場合は、 。（ ー ）

　 　「 消防設備士試験」を受験する は、 （ ー 以

　　　 ）が 要です。 に 消防設備士試験の受験申請をしたことのある は、その

　　　 の コ

コ を提 することに り受験 の 明 に代 ることがで ます。

　　　た し、「 事 年」の受験 の場合は、 付する の受験 等と 定

　　　 分を受験する場合に限ります。

（２） （ ンター か の受験申請）

　１　電子申請は、（一財）消防試験研究センターの ー ー か 受験申請することが

　　で 、 の に る申請 り 利です。

　２　試験 の に う、 は です。

　３　電子申請で る試験

　　 　 明 付が 要な消防設備士試験（ 全 ）

　　 　 免状を受験 要 とする消防設備士試験

　　　ア　

　　　　　 の受験 を たしている

　　　 　 （ 以 ）

　　　　　 消防設備士免状の交付を受 ている

　　 　 目免 は、 免状に って、申請することに り 目が免 で ます。

　　 　電子申請がで る試験 は、１日の試験で１ の となります。
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（１） 一の試験 間 の場合）

　　電 事士免状の所 者で試験の一部免 を受 る に限り、

この場合には、受験する

　　とに１ つ受験 を作成し、 一の の に２ 一 に て提 してく い。

（２） 試験 間 が なる場合）

　　

　　受験 は受験する とに１ つ作成し、 一の の に２ 一 に て提

　　 してく い。

（３）

４と ７ ４と ７は
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　 　一旦払込みされた試験手数料はお返しできません。試験日、試験 、申請 間を

　　十分 確認のう 、お申し く い。

　　　　

（１）

　　 試験で、「消防関係法令」、「 事 備対 設備等の 、機 及び 事 は 備の

　 法」、「 事 備対 設備等の性 に関する 及び防 に係る知識」の 目 との正

　 が 以 で、全体の の 以 であることとします。実 試験はありま 。

（２） （ 以 ）及び

　　「消防関係法令」、「基 的知識」、「 ・機 及び 事・ 備」の 目 との正 が

以 で全体の の 以 、かつ、実 試験において正 が 以 であるこ

　ととします。

　　なお、試験の一部免 がある場合は、免 を受 た以 の で の正 をした を

　合 とします。

　　実 試験の は、消防法施行規 の に り、 試験で合 基 に達した

　 の を対 としています。

（３）試験 の 法

　 　 等で２人以 の受験者がいる場合（ 受験を ）は、一 して い

　　 でもかまいま 。その場合は、

　　は の受験 にのり付 し、受験者名 （適 ）とともに一 付してく い。

ア　

試験 ６,６００円 ４,４００円

法

① ー（ ）

② ン ンス

レ ード

（ か で ます）

の 取扱 にて の で

、

（ の受付日

のあるもの）」を受験 ２ 目に 付

してく い。

４　 受験申請の電子申請

　　 ３年以内に 申請 は電子申請に り受験し、 試験 を 受験する場合

（試験 は いま 。）には、 明 は 要で、電子申請することがで ます。（ の

　受験 は試験 通知 が 要）

　受付 間は、 試験 とに定め ております。当該日 を十分 確認のう 、 利用

　く い。

　 利用 法等

　　 しくは、（一財）消防試験研究センター ー ー （ / ）

に な利用 法 が ていますので、 確認のう お申し く い。

電子申請に関する問い合わせ先
（一財）消防試験研究センター　電子申請室
　専用電話　　　　　　　　　　　　　（有料）　　受付時間　平日 9：00～ 17：000 5 7 0－07－1000
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　表 で　 は消防関係法令の 通部分と基 的知識が免 になります。

　　　　　　 は消防関係法令の 通部分が免 になります。

１

２

３

４

２

３

４

７

受 験 す る
試験の

受 験 す る
試験の

1 1

下表の① に該当する は、 試験 目の一部免 を受 ることがで ます

（ を く）。該当する 明 を受験 へ 付してく い。

　 目の免 に該当する は、受験 の「試験の免 」 の「受 る」か「受 ない」の

い かに を してく い。

①

②
１ ４ 、 １ ４

及び７ を受験 る で、電

事士免状を する

消防設備士免状を する 消防設備士免状の ー

（表・ ）

ア　 0（ )表の の基 的知識、 ・機

　 及び 事・ 備のう 電 に関する部分

　 ４ ・ ４ の実 は 等

　試験の １が免 になり、 ７ の実

　 は全部免 になります。

電 事士免状の ー

以 を受験 る で

士 等を する

（機 、電 、電子、化学、 生

学部 ）

士の部 に て 0（ )表の の基

的知識、 ・機 及び 事・ 備
士 ２次試験合

の ー は 士

の ー

以 を受験 る で

日本消防 定 は 定 定

関係の職 で、 認の試験

の実施業務に２年以 事した

0（ )表の の基 的知識、 ・機

及び 事・ 備

認試験の実施業務

の 事 明 （ 本）

・ を受験

る で、消防団 として 年以

勤務し、かつ、消防 法

１ ４項の消防学校の

のう の機関 を

した

・ の は基 的知識のう

機 に関する部分、実 は全部免 になり

ます。

消防団 の 明 の

本及び消防学校の （機

関 ） の ー

１ ４ 、 １ ４

及び７ を受験 る で、電

任 者免状を する

0（ )表の の基 的知識、 ・機 及

び 事・ 備のう 電 に関する部分

下 の

のとおりです。

電 任 者免状の

ー

に取 している に取 している
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1 2

1 3

1 4

（１）受験 の 付 法

（２）氏名・住所に りがある場合
　　　 、試験 か 事項の 正用 を受取り、正しい内容を し提
　　　 してく い。
（３）受験 を した場合
　　　 、試験 場（試験本部）に写真付 の 分を確認で る物（ 免 、
　　　 ス ー な ）を してく い。受験 を 行いたします。この 、受験

に る写真が 要ですので してく い。

申請

電子申請

受験 が試験日の 日 になっても かない場合は、 試験 日（
日を く月 か 日）の までに当支部へ連絡してく い。

申請 に た
受験者本人が ン

してく い。

　（１）受付 切日を て いた受験 、及び 事項に しい 備のある は、受理
　　　で ま 。この場合は受験申請 等を いたします。 用は、

となります。
（２）

（３） 受理 、受験申請 等及び一 た試験 は、お しで ま 。
　（４）
　（ ） 提 、住所、氏名、本籍が になった場合は かに 連絡く い。
（ ）試験 場には 場はありま 。
　（７） た し、
　　　 電話してく い。
　（８）試験の実施について する場合には、当センターの ー ー に埼玉県支部か
　　　の 情報 は重要なお知 として します。

　（１）

　（２）試験当日は、受験 に写真（ 。７ ー ）を り、 （
　　　 は ） は ー ン ルと ス 消し を してく い。
　　　写真 付の受験 をお でない は受験で ない場合があります。
　　　　 は ー ン ル以 のものを 用して ー した場合には、 が
　　　取 となりますので、 用しないでく い。電 ・定規 も 用で ま 。
（３）写真と本人確認 合を行います。写真が 明な場合等においては、本人確認のため
　　　係 が 分 明 （ 免 等）の提 をお いすることがあります。
（４）受験 に ている

定 た
　　　試験 間の はで ま 。
　（ ）試験 ・試験 目・ ・試験 間及び試験 目の一部免 については、４、 ー
　　　 の 、 を してく い。
　（ ） 試験は、４ 一 で行います。（ ー ー ）
（７）実 試験は、 等及び 図（い も写真・ ス ・図 等に る）とも
　　　で行います。
　（８） 電話、ス ー ン、ス ー 等の電子機器 は 電 を切り、
　　　 ン等にしまってく い。また、こ の電子機器 を として 用することは
　　　で ま 。
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（１） ①

受験 は メー です。

　下 に す写真（ ）とし、

に「 年月日、氏名、年 」を してく い。

　受験 の本人確認及び合 の免状作成 に 要と

なりますので、 に適合した写真をしっかりとお

りく い。

　セ ン ー は 用しないでく い。

　 適切写真の場合、 提 を める場合があります。

①
26

氏名を記入して
ください

写真を貼って
ください
（セロテープ止禁止）

× ×

１ ー、 の でも （ 月以内に

　 た 明なもの）

２ （ は の理 がある場合を

　 く。）、 、申請者本人の が 、正

　 分 のもの

３ と の が でなく がないもの

４ なしで、 図の 法を たしたもの

タル写真の場合、ド （ 状の ）

　 に 等のない、 明な写真としてく い。　

　（写真 用 を 用く い。）

適切写真

　 表 に のある写真、 ン ス ス

　 用、 レー レン の 明に る

　 、 が目にかかっている、写真の ー等

　 は適合しま 。

試験太郎

（一財）　消防試験研究センター　 県支部

令 年 月 日

令 年 月 日
9 00分集合 0分試験

9 00分集合 0分試験

33

3

4.5cm× 3.5cm

6

ン
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受験 は メー です。

ン

① 試験太郎

氏名を記入して
ください

山折りしてのり付けしてください

切
り
取
っ
て
く
だ
さ
い

写真を貼って
ください
（セロテープ止禁止）

ン

令 年 月 日

令 年 月 日

ン タ

ン タ

試験　

9 00分集合 30分試験

9 00分集合 30分試験

4.5cm× 3.5cm

6

ン



3 3 6 0 0 1 6切手

の

号

　　合 た は、交付申請 間内（ 通知 に ）に次の を埼玉県支部へ で提
し、免状の交付申請をしてく い。 定 は で ることをお めします。

　（１）提 する 等
　　ア　
　　　　　 事項に りがないか確認し、
　　　　また、２連の「免状交付申請 」・「試験 通知 」は
　　 　
　　　　

9

1 5

○免状の写真は交付日から 10 年以内ごとに書換えが必要です。
○書換え期限の過ぎた免状をお持ちの方は至急書換え手続きを行ってください。
○免状の記載事項（本籍、氏名等）に変更があった場合は書換えをしてください。

免状返送用封筒の作成例

14

23.5

　　 　
　　　　 で受取り アの免状交付申請 に「 受取」と してく い。
　　　　　（交付日以 埼玉県支部で受 してく い。）
　　　　 受取り 交付日に いたします。免状 用 （下 の免状 用
　　　　　の作成 。）を申請の 提 してく い。
　　 　
　　　　　 に他の の消防設備士免状を所 ている は、免状交付申請 、所 て
　　　　いる免状を提 してく い。
　　　　　なお、消防設備士免状の 等 は、本籍の 等があった場合は、免状の 交付
　　　　 は、 が 要となります。受験申請の に、こ の を ま てく
　　　　い。他県に申請 の はその免状が いてか 申請してく い。 し、交付日は
　　　　 ます。
　　

　　 　　試験日か 月以 に申請する場合は、 月以内の写真１ が
　　　　要になります。　

　下 ード はアドレスか 埼玉県電子申請・ ー スに り支 い を
し、埼玉県か る「 支 法の 内 埼玉県電子申請 」メールにある
１２ の 理番号を申請 の に してく い。
• 利用可能な支払方法等：クレジットカード（Visa、Mastercard、JCB、AmericanExpress、DinersClub）、
  ペイジー(ATM支払又はインターネットバンキング)

　電子 付（ レ ード は ー）に る支 が な場合は、 付 収
に る支 も です。
• 配布場所：県内の各消防本部及び消防試験研究センター埼玉県支部で配布しています。
• 納付書兼領収書に必要事項を記載し、お近くの金融機関（郵便局、コンビニを除く）で支払いを行い、本人
  控えの納付書兼領収書（コピー可）を申請書の「納付書兼領収書貼付欄及び埼玉県収入証紙貼付欄」にのり
  づけしてください。

• QRコード
• アドレス https://www.pref.saitama.lg.jp/a0404/menjotesuuryo.html



コ

甲種消防設備士試験の受験資格

　　　　

、 職

　 学、 、 等 学校において

に た学 に関する 目を

以 して 業した者（当該 目を

めて 法に る 職 学の

　 を した者を 。）（ ー

表２「 業 目一 表」に り 定）

１ ３ までのう い か

一つ以 を し、かつ ４・ の

取 者

　 学、 職 学、 学、

　職 学、 等 学校（ 年 ）、

　 学 は 職 学 において、

　 に た学 に関する 業 目（

　表２「 業 目一 表」 を 以

　 した者

　学校 法 に定める 学

校（「 学校」）において に

　た学 に関する 業 目（ 表２「 業

目一 表」）を 以 した者

た し、 のない 学校に

　あっては、 については 間、

　 については 間、実験、実 及び

　実 については 間以 の 業をそ

　 １ として 以 し

　た者

２　学校 法に る

学、 等 学校（ 年

　 ）、 等学校 は

　等 学校において機

　 、電 、 業化学、

　 は に関する

　学 は を めて

　「 業した者」（当該

　学 は を めて

　 法に る 職 学

　の を した

　者を 。）

４　学校 法に る

　学、 等 学校（

　年 ）、 学 は

　 学校に「 学 は

　 学した者等」で、

機 、電 、 業化学、

　 は に関する

　 目を 以

　した者

（ も学 名が
　明 たもの）
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　学校 法に る「

学校その他消防

が定める学校」において

機 、電 、 業化学、

は に関する

目を、 については 5

間、 については 0

間、実験、実 及び実

については 間の

業をもってそ １

として 以

した者

　 業 目については、

表２「 業 目一

表」を

　学校 法 １項に定める

　 学校

　学校 法に る 学及び 等

　学校の

　防 設置法に る防 学校及び

　防 学校

　職業 法に る職業

　 合 学校、職業 学校

　及び職業 学校

　職業 法及び 用 事

　業団法の一部を 正する法 （ 成

　年）に る 正 の職業

　法に る職業 学校及び職業

　 学校

　職業 法の一部を 正す

　る法 （ 成４年）に る 正 の職

　業 法に る職業 学

　校及び職業 学校

　職業 法の一部を 正する法

   （ 年）に る 正 の職業

　法に る職業 学校及び職業

　 学校

　職業 法 ２ に

　る の職業 法（ 年）に

　 る職業 学校

　 用対策法（ 年） ７

　に る 正 の職業 法に る

　職業 所

　 行 法人 学校（ 成 年

　４月１日 の 令に る

　 学校（ 令に

　る 学校及び 年７月１日

　の 設置法に る 学校

　を 。））

　 交通 令に る 保安

　学校（ 令に る 保安

　 学校及び 年 の 保安 法

　に る 保安 学校を 。）

　 交通 令に る 学校

　（ 令に る 学校及

　び 年 の 設置法に る

　 学校を 。）

学 校

学、 、

の

防 学校、

防 学校

職業

合 学校等

職業

学校等

職業 学校等

職業 学校等

職業 学校

職業 所

学校

保安 学校

学校

明

明

明

明

明

明

明

明

明

明

明

明

　 士法 ４ １項

に る「 士」 ２次

試験に合 した者

　 目免 は、 に り免 を受

る 士の部 が 定 ています。

（ 定 た部 以 は、 目免 はあ

りま 。）

士（ ）部 合 は

士

７　電 事士法 2

項に規定する「電 事

士免状」の交付を受 て

いる者（ 電 事

者を く。）

　電 事士免状の交付を受 ている

　者（ １ ・ ２ は ない）

　電 事士法施行規 に る 電

　 事 者 定合 （ 電

　事 者試験合 ）の所 者

電 事士

定合 者

免 状

定 合

免 状

合 は

士

は 定合
明
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８　電 事業法 １

項に規定する １

３ の「電 任 者

免状」の交付を受 てい

る者

　電 任 者免状の交付を受 て

　いる者

　電 事業法 ７項の規定に り

　電 任 者免状の交付を受 てい

　ると な る者（認定 た学校を

　 業した者に対して 業と に

　を付 た ）

電 任 者 免 状

認定校の 業

明 等　　

　「 事 備対 設備等

の 事の 者」とし

て、 年以 の実務 験

を する者

　受験し うとする消防設備士試験の
定 分に係る消防用設備等の 事の
の 験が 要です。

事 年 実務 験 明

（ ２ 目 ）

10　その他 ２か まで

に る者に るもの

として消防 が定め

た者

　次に る学校において、機 、電

　 、 業化学、 は に関する

　学 は を めて 業した者

学 名は、 表１「 定学 一 表」

　に る。

　　こ に該当しない場合は、 表２

　「 業 目一 表」に す 目を

　 以 した者

ア　 に所 する学校で、日本にお

　る 学、 学、 等 学校（

　年 ） は 等学校に 当するもの

　 範 令に る 等 範学校

　 実業学校 成所規 に る

　 成所

　学校 法 に基づ 、 学

　は学 機 に り た、理学、

　 学、 学 は 学のい かに 当す

　る 分 の名 を付 た「 士

　は 士」の学 を する者

（ において たこ に 当す

　る学 を 。）

　 学校 業 定試験規 に

　る 学校 業 定試験の機 、

　電 ・ 業化学、 は の部

　に関する合 者

　 設業法 の規定に る 事

　施 理の 目に係 る１ は２

　の 定に合 した者

　 職 免 法に り、 等学校の

　「 業」の について 通免 状を

　 する者（ 免 令を 。）

　電 法 の規定に り 事

　者の の免 を受 ている者（ア

　 ア 士を く。）

　 士法 ２ に規定する１

　士 は２ 士

学 等

（ ）士

合 者

事 士

免 状

事者

士

業

は 業 明

及び

明 （ 学

等の名 が明

て い るも

の ）　　　　

学 明

、学 、

は

明

学 を取 し

ていることが

かるもので、

分 の名 が

付 たもの

定

合 明

　定　試　験

合 明

免 状

免

免 は一

しくは

士免 明

　　　　

免 状

業

免 状

免

免 は一

しくは

士免 明

　　　　



１　４の 学（ 学 の を 。）、 等 学校等にお る は、 業、 学 、
　 は 、通 等にかか りなく、通 して 定することがで ます。 学も通
　して 定で ます。（ 学等で 行する「 明 」に る。）
２ 「 」は、受験 の「 受験 」 に するものです。
３　 明 のう 、「免状」、「 業 」等、 明 の

コ
４ 「３、9 及び 10 、 」の「実務 験 明 」は、事業 等の 明 です。受験
　の を 用してく い。

学、 学校、 等 範学校、実業学校 成所の 業者及び 学校
　業 定試験合 者も の があります。 はお い合 く い。
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　職業 法 （ 職業

　 法 ）の規定に る の職

　 に係 る１ は２ の試験に合

　した者

　 ス事業法 の規定に る ス

　 任 者免状の交付を受 ている者

　（ ４ の消防設備士試験の受験に限

　る。）

　 法 の の規定に る

　 置 事 任 者免状の交付を受

　ている者（ 法の 者を 。）

　消防行 に係る事務のう 、消防用

　設備等に関する事務について３年以

　の実務 験を する者

　消防法施行規 の一部を 正する

　令の施行 （ 年）において、消

　防用設備等の 事について３年以 の

　実務 験を する者

　 年 の 防 に

　 る の消防設備士

士

ス 任

者

者

消防行 ３年

令 ３年

設備士

定合

免 状

免 状 は

実務 験 明

（ ２ 目 ）

　　　　　

実務 験 明

（ ２ 目 ）

　　　　　

免 状

[備 ]

免 状

免 状

定合

免 状

明 の は の内容が てい です。

学 等が「 に関する 目」と認めた 業 目は、
　　 として、そのまま として認めます。

単位修得証明書

年　　月　　日

年　月　日入学

年　　月　　日生

部 科

年　月　日修了
氏名

学　校　の　所　在　地

学 　 校 　 の 　 名 　 称

証明者（学校の代表者氏名・役職名） 印

上記のとおり証明する。

計

○○に関する
授業科目名

修得単位数
又は時間

○○に関する
授業科目名

修得単位数
又は時間



指定学科一覧表（例示）

機 　　生 機
生 ス 　　 機 　
設備 　　設備 業 　　
設備 ス 　　
セ 　　 学

ス

業 　　 業化学 　　 業 理
業 　　 業
分子 学 　　 備

　　 ス
業

安全 学

生 学 　　 ル ー 学 　　 ル ー機 学

業機 学 　　 学

用化学 　　 用機 学 　　 用 化学
用電子 学 　　 用 化学 　　 用理化学

機 　　機 学 　　機 学 　　
機 ス 学 　 機 ス 学 　 機 理学 　　
機関 　　機器 学 　　基 学 　　機 機 学 　　
機 分子学 　　 学 　　 学

学 　　 設基 学 　　 設 学 　　 設学 　
学 学 　 学 　 設備 学 　　
機 機

学 　 化学 　 学
学 　 情報処理 学 　 情報通 学

情報電子 学 　 情報 学

機 学 　　 学 　　 情報 学
生 機 学 　　生 学 　　生 学

機 学 　 学 　 化学 　 設備 学 　
化学 学 　　 機 学 　　 学 　　
業化学 　 分子 学 　 ス 学 　

機関 学

学 　　電 　　電 化学 　　電 学
電 機 学 　　電 学 　　電 情報 学
電 通 学 　 電 電子 学 　 電 電子 ス 学 　　
電機 学 　　電子機 学 　　電子機器 学 　　
電子 学 　　電子 学 　　電子情報学 　　
電子情報 学 　　電子 学 　　電子通 学 　　
電子通 学 　　電子電 学 　　電子物性 学 　　
電子理学 　　電 通 学

業化学 　　 分子化学 　　 分子 学 　
分子 学 　 交通機 学 　 交通機 学

交通 学 　 電機 学 　 電 学 　 学 　　
学 　　合成化学 　　合成化学 学

学 　 学 　 学 　 学 　　
学 　　 学 　　 化学 　　

学 　　 設 学 　　 学 　　
備 学 　　化学 学 　　化学機 学 　　

化学機 学 　　化学 学 　　化学 業 　　
用 学 　　 学

機 　　化学
化学 学 　　化学 業

学 　　

機 　　機 　　機 学
機 作 　　機 ス
機 図 　　機 電
機 電子 　　機関 　　 業

　　 業 　　 設
設 　 設 学 　 設 業
設 ス 　 　
機 　　 機

学

学

通 学 　　通 学

学 　　 設 学 　　 学
機 学

化学 　　 学

業機 学 　　 業 学

化学 　 　
情報 　　情報 ス
情報電子 　　情報通

学

学

業機 　 業 学 　 業

学 　　 　　

電 　　電 化学 　　電
電 事 　　電 情報
電機通 　　電 電子 　　電子
電子機 　　電子
電子 学 　　電子 業
電子情報 　　電子
電子電 　　電

通 業 　　通 学

合 　　
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用機 学 　　 用機関 　　 化学

物 化学 学 　　物 学

機 学

学 業

通
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１ 学 の名 にか て「部 」、「 」、「 」 は「 」等の名 を用いるのは、学 は と な

　　　します。

２ 学 名等の下に「 」、「 」 は「 ース」等の名 を用いるものは、学 と 等と なします。

３ 「 」、「学」 は「 学」等の の に り学 名の なるものは、 学 名として取り扱うも

　　　のとします。

　　　（ ）「 機 学 」 「機 学 」の場合は、 等と なします。

　　　（ ）「電 情報 学 」「電 通 学 」 「電 情報通 学 」の場合は、 等と なします。

の名 を 学 であっても、明 かに「機 、電 、 業化学、 は に関する分 」

　　　と認め ないものは ます。



授業科目一覧表（例示）

化学　　 学
　　情報

化学

業一般　　 業 理　　 業化学
業基 　　 業 　　 業分

学　　 機

ア 電子 　 性 　 性 体 学　 学

学　　一般 （ ・ の ）

施設 学

用化学　　 学　　 レ ス

生 学　　 ル ー 学　　 ン ン 体 学

学　　 学　　 設備　　 機 学

作業 ス 学　　 防 学　　 学　　 学
体 化学　　 業機

ス 学　　 機関　　 ス 学
学　　 学　　 化設 　　 学
学　　実験 法　　写真 　　 学

集 学　　 学　　 設 　　 学
消防設備　　 明 学　　 化学　　 下 学
情報 学　　 ター ン　　 号処 　　 学

セ 化学　　セン 学　　施 法　　生合成化学
生 学　　生物化学　　生体 分子　　生物 機化学

機器　　 学　　 学　　 化学
学　　 化学　　切 学　　 合 学

設 学　　設備 学　　 体 学　　 学
　　 化学　　 分子 学

ン ー 学　　 体 学　　 業化学　　 業
業 学　　 業分 　　 作機 　　交通 学　　 学

学　　 学　　 化学　　 学
交 理 　　 電 学　　 　　 分子化学

学　　 学　　合成化学　

学　　 学　　 業化学　　 性学
設機 　　 学　　 　　 設備
防 　　 機学　　 代 　　 代 機 業化学

スター ン　　化学 学　　 学　　 機 学
学　　 学　　 学　　 学

理 　　 　　 学　　
機 学　　 全 体 学　　 学　　 学
関係（ ・ の ）

　　 体 学　　機 学　　機 作
学　　機 要 　　機器 　　機器分

機 学　　機 学　　機電 学　　機
設 学　　 設備　　 学　　 学

基 学・基 （ ・ の ）

化学 学　　化学 業一般
化学 場　　化学 置
化学 　　 学

ン ア 備　　 図

生・防 設備　　 生設備

用 学　　 物機

設備

機 一般　　機 作
機 ・電 　　機関 実

　　
機関

　　
一般　　 　　 機

　　 子 学一般

学　　 学　　 学　　 作
化 化学　　 性 学　　 設備

性 学　　 電　　 電 学　　 図
置 学　　 学

ス ン 理 　　 学　　 学
学　　 学　　 理学　　 電所
学　　 ス 学　　 体 学

学　 学　 学　 学　 電 学　
機器

通 学　　通 機器　　通 学

　　 基
　　 施

学　　 実 　　

下 　　 学

通 学　　通 機器　　通

生 実 　　 機器　　設備
設備・ 理　　セメン 　　
セ 　　

設

　　 学　　
利　　 理
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内 機関　　 学

機

及び 　　 電所

ー 学　　 電 学　　防 学　　防 設備

ス　　 学

学

機化学　　 機合成　　 機 業 　　

メ ス

学　　 機器　　 設 　　 学

学

連 体 学　　 学

学　　 ス　　 理

学　　 機関　　 体 学　　 学　　 性
学　　 合成化学　　 分 化学

　　 業機 学　　 業 学　　 業 機
用 学　　 用内 機関学

ルス 　 　 学　 電 学　 電 学　　
　　 用機関　　 電 学　　 学　　 体

ー ス ン ー 学　　 　　 学
ス　　 通 学　　 情報 学

ン ル 業化学　　 学　　物 学
ン 学　　 レス レス ン ー 学
セス 学　　 体 学　　分 化学

物理 機化学　　分 学

タ実 　　 　　 学　　 設備学
学　　 学　　 学　　 学

電 　　 学　　 学

ータ通 　　 タル 　　 ン ー 学
学　　 学　　 学　　 物合成化学

学　　 学　　電 学　　電
電 機器　　電 設備　　電 　　電
電 法規　　電子 学　　電子 置　　電子 ス
電子要 　　電子 　　電 学　　電
電 学　　電 学　　電 学　　電

　　 　　 学
一般　　 施
学

電 学　　電 化学　　電 事
電子 学　　電子機器　　電子
電 設備

利 学　　理 機化学　　 学　　 体 学
体 　　 子 ス　　 子電子 学

学　　 機 　　 電 　　 機化学
機機 　　 機 子化学　　 機
機合成学　　 機 　　 機器学

業機 　　 業 利
業 設

電　　 ード ア
用機関　　 用電

・

・

業 　　 業機

　　 業　　 ・

機 業化学

一般　　 実

機

学　　 機 業化学

化学　　 ー

用機関　　 用電

17

メ

レ

１ 学 学 等の の に り 目名の なるものは、 目名として取扱うものと

　　　します。

２ の 業 目には、一部の関連 目も ます。（認め ない 目もあります。）

　　　（ ）機 学ー機 ス 設 　機 学　機 学　機 学等

３ の名 を 業 目であっても、明 かに「機 、電 、 業化学、 は に関する分

　　　 」と認め ないものは ます。

４ はお 合 く い。



消防設備士免状の種類と工事整備対象設備等
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１

２

３

４

１

２

３

４

７

消防用設備等（ の消防用設備等に代 り、 務 が当該消防用設備等と
等以 の性 があると認定した設備等）

内消 設備、ス ン ー設備、 消 設備、 消 設備
ー 消 設備、 ー 消 設備、 住 用ス ン ー設備

電 報器

消 器

はし 、 、 機

報知設備、 ス 報設備、消防機関へ通報する 報知設備
住 用 報知設備、住 用 報知設備

定 規 施設用 報知設備、 合 住施設用 報知設備

性 ス消 設備、 ン化物消 設備、 消 設備
ー 消 設備、 ー 消 設備

消 設備、 ー 消 設備、 ー 消 設備
定 場用 消 設備

内消 設備、ス ン ー設備、 消 設備、 消 設備
ー 消 設備、 ー 消 設備、 住 用ス ン ー設備

はし 、 、 機

報知設備、 ス 報設備、消防機関へ通報する 報知設備
住 用 報知設備、住 用 報知設備

定 規 施設用 報知設備、 合 住施設用 報知設備

性 ス消 設備、 ン化物消 設備、 消 設備
ー 消 設備、 ー 消 設備

消 設備、 ー 消 設備、 ー 消 設備
定 場用 消 設備



切

り

離

さ

な

い

で

く

だ

さ

い

１２

設
一般財団法人　消防試験研究センター理事 　 県名 申請日

年 月 日

名

・氏名は氏と名
に分 て、 づめで
してく い。

県
本　籍

ード

勤務先名 は学校名

連絡先電話番号（ 電話も ）

内 （　　　　　　　）

本
籍

申 請 者

氏 　 名

氏

　 　 　 　

生年
月日

番号

住　

所

日生年 月

２ ３

２１

４

してく い
は 電話番号

電 話 番 号
01-2345-6789 の うに してく い

県 名・ 名を で してく い

目・番 ・号については、 で２ ２ の うに して してく い

ア ー ・ ン ン名・ 番号・部 番号等を してく い

試　験　日

受　験　

試験

試験の免

受験

　　

年 月 日

以

１ ０

に の試験を受 る者は、この

以 に受 る を すること

免状取 の について してく い

士等の に る試験の免 を

電 事士免状に る試験の免 を

消防設備士免状に る試験の免 を

年以 消防団 として勤務し、
かつ、 の機関 を
したことに る試験の免 を

電 任 者免状に る試験の免 を

受 る 受 ない

受 る 受 ない

受 る 受 ない

受 る 受 ない

受 る 受 ない

１

２
受験

３

４
免

他の 県での受験申請状況

県 ード 試験 試験日

月 日

月 日

該当する職業等に１つ を してく い

消防設備業

学　生

電 事業

事業

ル 備業

ル 理業

務

その他

業

免 状 番 号

取
得
し
て
い
る
消
防
設
備
士
免
状
は
全
部
記
入
し
て
く
だ
さ
い

号 ード
（ ３ 成４ 令 ）

免 状 交 付 年 月 日 交 付 番 号 番 号 交 付 知 事 ード

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日
１

２

３

４

１

２

３

４

７

団　体
　 ード

分　
　 ード

受付機関

ー ド

（ ）
試験センター 行 506

（ の ）

●　

印
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い

●　

本
用
紙
は
、
黒
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
使
用
し
「
か
い
書
」
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い

●　

本
用
紙
を
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い

●　

免
状
番
号
は
、
免
状
写
真
下
に
記
載
さ
れ
て
い
る
番
号
で
す

●　
　
　

枠
は
該
当
す
る
も
の
に
○
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

４

３

２

１

８

７

19

メールアドレス（任 ）

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳
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ン

　 づめで してく い。また、 氏名の ・ は、１ スを 用して

　く い。

　該当する 号に を付 、生年月日を してく い。

　本籍の 県名を してく い。 は、「 」と してく

　 い。

コ は受験 の 県等 ードを してく い。

　 番号は、正確に し、住所は している所を して

　く い。また、 ・ が る場合には、１ スに てく い。

　勤務先・学校名等を し、 し

　てく い。

　電話番号の 番等の間は１ ス 用して「一」でつな てく い。

　 づめで してく い。 籍の受験者は、住 基本 に ている

　 は ス ー に ているアル 氏名を してく い。

①　 県名 には「埼玉」と してく い。

②　申請日を してく い。

　 を受験する者は、受験 を「 消防設備士試験の受験 」 )の

　「 の 」を するとともに。受験 の 明 を受験

　 の 明 等 付 に のり付 してく い。

　 する試験日を 号か してく い。

　試験 を してく い。

　受験 を「 」と してく い。 １ ー の１ ）



　

「受 る」に を付 た場合は、免 のための 明

　 （下表 ）を受験 の 明 等 付 にのり付 してく い。

　た し、 、い かの支部で試験の一部免 を受 た者は、その の受験 は

　 定 ード に番号が ている試験 通知 で 明することがで ます。

　　試験の一部免 の 者とは、申請 に に免状を する者に限ります。

21

試験の一部免 を受 るための 明

該　　　当　　　者 　　明　　 　　

消防設備士免状を する者

電 事士免状を する者

電 任 者免状を する者

消防設備士免状の ー

電 事士免状の ー

電 任 者免状の ー

士 等を する者
士 ２次試験 しくは本試験の

合 明 は 士 の ー

認試験の実施業務の 事 明

消防団 の 明 及び消防学校の

（機関 ） の ー

日本消防 定 は 定 定機関の職

で、 認の試験の実施業務に２年

以 事した者

年以 消防団 として勤務し、かつ、

消防学校の のう の機

関 を した者

　 等に 備があった場合の連絡 として、メールに る連絡を する はメー

　ルアドレスを してく い。（ 電話アドレス ）

　　なお、 メール対策等の設定をしている は、当支部か のメールが く う、

　ドメ ン 定受 等の設定（ドメ ン名 を行ってく い。

　３か月以内に①の 県以 で受験の申請 は受験した場合は、 県 ード、

　試験 、試験日を してく い。

　 の職業等で、該当する 所に を付 てく い。

　消防設備士免状の交付を に受 ている者は「 」、ない者は「 」に を付 てく

　 い。

　消防設備士免状の交付を に受 ている者は、該当する の 号 ード（ ３・

成４・令 、免状交付年月日、交付番号、交付知事、 県 ードを してく

　 い。なお、免状の ー（表 と ）を受験 の にのり付 してく い。

　 の受付 間内に２ 以 の試験を受 る者は、この 以 に受験する試験

　の を してく い。

　免状写真下に ている の番号を してく い。
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（ １） を 正したものは、 となりますので、間 った場合は しい 用 を 用してく い。

（ ２）一 い ま た試験 はお しで ま 。（受付 間内に 申請を する場合を く。）

（ ３）本人 の「 請 受 」では、受験申請はで ま 。

（ ４）「 受付 明 （お ま用） 」を しても当センターでは、責任を

　　　ま 。 した場合は、 をしてく い。

（ ） 、「 受付 明 （お ま用） 」に の日 が ている

　　　か確認してく い。

ン

都道府県等コ
北海道 01

02
03
04
05

青　森
岩　手
宮　城

山　形 06
秋　田

福　島 07
08
09
10
11

茨　城
栃　木
群　馬

千　葉 12
埼　玉

東　京 13
14
15
16
17

神奈川
新　潟
富　山

福　井 18
石　川

山　梨 19
20
21
22
23

長　野
岐　阜
静　岡

三　重 24
愛　知

既得消防設備士免状（コピー）貼付欄

裏

印

印

消防用設備等実務経験証明書

氏 名 年　　　月　　　日生

年　　月　　日から

証明年月日 年　　　月　　　日

（　　　　　年　　　月）

年　　月　　日まで

経験内容

実務経験
期　　間

消防用
設備等
の種類

１　整　備　経　験

３　そ　の　他（　　　　　　　　　　　）

２　工事補助経験

上記のとおり相違ないことを証明します。

事業所名

証 明 者 役職

氏名

電話　　　　　　　－　　　　　　　－

各種証明書
等をこの部
分にのりづ
けしてくだ
さい。

実務経験で
甲種を受験
する方のみ
必要です。

該当する経
験内容に○
をつけてく
ださい。

事業所（会
社等）の印

証明者の私
印

消防設備士
免状をお持
ちの方はコ
ピーを貼っ
てください。

整備または
工事補助を
した消防用
設備等の具
体的名称を
記入してく
ださい。

※２

※

受験地

（Ｂ面）

※受験番号

※受付欄

ここに
「振替払込受付証明書」を
はってください。

申請日 年　　　　　月　　　　　日

都道
府県

番号
番 号

勤務先等連絡先

連絡先電話番号

内線（　　　　　　　）
－　　　　　－

「振替払込受付証明
　書（お客さま用）」
受験願書貼付用 を
添付する。（必ず所
定の払込用紙を使
用してください。）

甲種は￥6,600
乙種は￥4,400
と記入

必ず郵便局の
受付局日附印
を確認してく
ださい。

十 十

一般財団法人
消防試験研究センター

00.00.00

0
0 000

￥

金
額
の
訂
正
は
無
効
で
す
。

口
座
記
号
番
号

受
験
願
書
に

貼
っ
て
く
だ
さ
い

日　附　印

ン

00170-3-136220

千 百 十 千 百 十 円万

千 百 十 千 百 十 円万

振替払込請求書兼受領証

口
座
記
号
番
号
加
入
者
名

金
額

金
額

料
金

備
考

料
金

備
　
考

ご
依
頼
人

円

日　附　印

氏名
※

※

※

様

（消費税込み）

この受領証は、大切に保管してください。

一般財団法人
消防試験研究センター

記
載
事
項
を
訂
正
し
た
場
合
は
、
そ
の
箇
所
に
訂
正
印
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。

各
票
の※

印
欄
は
、ご
依
頼
人
に
お
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。ご依頼人欄に、住所・氏名をご記入ください。（承認番号東第54476号）
これより下部には何も記入しないでください。

日
　
附
　
印

加
入
者
名

ご
依
頼
人
・
通
信
欄

払　　込　　取　　扱　　票
東京
口　　座　　記　　号　　番　　号

消防試験研究センター
一般財団法人

※（郵便番号　　　－　　　　）
住所

氏名

• 郵便局（ゆうちょ銀行）の窓口で払い込み、「振替払込
  受付証明書（お客さま用）」に日附印の押印をうけて
  ください。
• 願書には、必ず日附印がある「振替払込受付証明書
（お客さま用）」を貼ってください。

00.00.00

00.00.00

（電話　　　　－　　　　－　　　　）

金額の訂正は無効です。

十 十

一般財団法人
消防試験研究センター

00.00.00

0
0 000

￥

金
額
の
訂
正
は
無
効
で
す
。

口
座
記
号
番
号

受
験
願
書
に

貼
っ
て
く
だ
さ
い

日　附　印

ン

00170-3-136220

￥

￥

必ず郵便局の
受付局日附印
を確認してく
ださい。



■　受験に関すること

　　　一般財団法人　消防試験研究センター　埼玉県支部

　　　電　　話　０４８（８３２）０７４７

■　電子申請に間すること

一般財団法人消防試験研究センター（以下「当センター」という。）は、危険物取扱者及び消

防設備士の試験の実施と免状作成業務を行なっています。

　当センターは、試験及び免状事業の実施機関として個人情報を取り扱っていますので、個人情

報の重要性を十分認識し、その保護の徹底を図るとともに、個人情報の保護に関する法令及びそ

の他の関連する規範を遵守し、収集した個人情報は、正確、かつ、安全に取り扱います。

１　当センターの個人情報の内容と利用目的は次のとおりです。

　①　個人情報の内容

　　　氏名、生年月日、本籍、住所、電話番号、勤務先名、学校名、職業、顔写真、メールアド

　　レス等です。

　②　利用目的

　　　利用は、本人確認、本人への通知・連絡、免状作成、免状交付状況に係る事項等について

　　当センターの業務の範囲内で行います。

２　当センターは利用目的を達成のため、当該情報を業務委託先に預託する場合があります。そ

　の場合の業務委託処理は、個人情報を保護するための措置及び業務委託先との責任関係の明確

　化を図るとともに、業務器機等の安全対策を確実に実施しています。

　　なお、個人情報の提供は、団体受験に関し当該団体代表者へ提供するもの及び法令等に基づ

　くものに限定し適切に取り扱います。

問い合わせ先

個人情報の取り扱いについて

ン ン

ン

ン

23
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（さいたま市桜区下大久保 255）◎ 埼玉大学
●ＪＲ京浜東北線「北浦和駅」西口よりバス 15分「埼玉大学」行（終点下車）

埼玉大学

至
所
沢
イ
ン
タ
ー

東
武
東
上
線

み
ず
ほ
台
駅

柳
瀬
川
駅

中
浦
和
駅

南
与
野
駅

与
野
駅

北
浦
和
駅

浦
和
駅

与野本町駅

志
木
駅

京
浜
東
北
線

至高崎

埼玉大学行きバス停
埼玉大学バス停

南与野駅
西口行きバス停
南与野駅
西口行きバス停

荒
　
　
川

国道463号線（浦和・所沢線）

新
大
宮
バ
イ
パ
ス

浦和北

埼
京
線

国
道
17
号
線

埼玉県庁埼玉県庁

さいたま
市役所
さいたま
市役所

北浦和公園北浦和公園
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048 832 0747 048 825 0748
ＪＲ「浦和駅」下車西口から徒歩６分（宇都宮線・高崎線・京浜東北線・湘南新宿ライン）

コンビニ

ほまれ会館２Ｆ

【インターネットホームページ】

https://www.shoubo-shiken.or.jp/branch/11saitama/





○免状の交付申請や再交付申請は、受験した都道府県支部に申請してください。
○免状の写真は交付日から 10年以内ごとに書換えが必要です。
○書換え期限の過ぎた免状をお持ちの方は至急書換え手続きを行ってください。
○免状の記載事項（本籍、氏名等）に変更があった場合は書換えをしてください。

消防設備士試験は埼玉県で
受験しましよう




